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観光庁が作成している統計の紹介

● 観光庁では、３つの調査を実施しています。

観光庁統計の全体像

統計名称 旅行・観光消費動向調査インバウンド消費動向調査
（旧 訪日外国人消費動向調査）

主な
調査項目

回答者属性／旅行回数／旅行内容
／旅行支出／その他意識調査

回答者属性／旅行内容／旅行支出
／その他意識調査

最近の
主な調査
見直し

［2018年1-3月期～］
・調査票の変更
（費目別の旅行中支出を訪問地毎に把握）

［2018年1-3月期～］（旧調査の変更点）
・B1地域調査とB2クルーズ調査の新設
・サンプルサイズ拡充と調査票の改良
（費目別の旅行中支出を訪問地毎に把握）

［2024年4-6月期～］
・「インバウンド消費動向調査」に変更
・９月末からオープンデータ化

供給側統計 需要側統計

訪日外国人 日本人訪日外国人 日本人

宿泊旅行統計調査

統計種別 一般統計調査業務統計一般統計調査

調査対象 日本人訪日外国人国内の宿泊施設

回答者属性／延べ宿泊者数
／実宿泊者数／客室稼働率

2003年4-6月期～
旧調査：2010年4-6月期～

インバウンド消費動向調査：2024年4-6月期～2007年1月～開始時期

［2015年4月～］
・毎四半期から毎月の調査・公表に変更
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【１】宿泊旅行統計調査【外国人・日本人対象の供給側統計】

● 訪日外国人・日本人の我が国の宿泊旅行の実態を、宿泊施設を対象として毎月調査

「宿泊旅行統計調査」の概要1

宿泊旅行統計調査

※1 2007年（平成19年）より、従業者数10人以上の全施設を対象として調査を開始。
  2010年（平成22年）4月分よりサンプル調査として従業者数9人以下の施設にも対象を拡大。

※2 サンプル層については原則として2年継続して調査し、毎年1月に２分の１ずつ交替。
※3 地方ブロック（地方運輸局等）の延べ宿泊者数の標準誤差率は5%程度、都道府県別は15%程度を目標としている。

【調査対象・抽出率】 従業者・都道府県別層化抽出

基本項目
施設タイプ、客室数、
収容人数 等

宿泊実態
宿泊者数（日本人（居住地別）・外国人（国籍
（出身地）別）、利用客室数（客室稼働率）等

＋【調査項目】

●調査対象 全国のホテル、旅館、簡易宿所保養所等の宿泊施設（民泊や同伴施設など一部施設は除く）  ●調査時期 毎月

●調査方法 調査票の郵送・回収及びオンラインによる調査

調査票種別 区分 施設の従業者数 母集団施設数 標本抽出率

第３号様式 ５ １００人以上 約１.1千施設

全施設(悉皆調査)
第２号様式

４ ３０～９９人 約４.5千施設

３ １０～２９人 約8千施設

第１号様式
２ ５～９人 約8千施設 １／３

１ ０～４人 約３.7万施設 １／９
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「宿泊旅行統計調査」の調査方法2

●  従業者数10人以上の施設は悉皆調査、従業者数10人未満の施設はサンプル調査

47都道府県ごとに調査対象となる施設を決定する

サンプル層については都道府県（47区分）×層毎（2層）に調査対象施設を無作為抽出

悉皆層については全施設が対象。

回答記入後、郵便またはオンラインにて回答する

調査対象施設の回答者が調査票に自計記入し、郵便またはオンラインにて回答。

母集団名簿の作成

調査対象施設に調査票が郵送で届く

観光庁が委託する民間事業者が、調査対象施設へ調査票を郵送（年4回）。

毎年、1月1日時点での母集団名簿を作成する

統計法第27条に規定する事業所母集団データベース（総務省）を基に、
観光庁で補正を加えて、作成。

調査施設の決定

調査票の配布

調査票の回収

【１】宿泊旅行統計調査【外国人・日本人対象の供給側統計】
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【１】宿泊旅行統計調査

調査票

第１号様式

（2023年版）
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【１】宿泊旅行統計調査

調査票

第２号様式

（2023年版）
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【１】宿泊旅行統計調査

調査票

第３号様式①

（2023年版）
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【１】宿泊旅行統計調査

調査票

第３号様式②

（2023年版）



推計手法

【１】宿泊旅行統計調査 集計の推計手法

延べ宿泊者数等

客室稼働率

施設所在地（47区分）×従業者数（5区分）の層ごとに、当
該区分の合計（延べ宿泊者数等）が1000人泊以上の場合で、
その区分内で５０％以上のシェアを占める施設については
外れ値として扱い、乗率を1.0としています。

年間値（確定値）については、月毎（1月～12月調査）の

調査結果を、調査翌年１月１日時点で調査年の調査対象施

設の開業・廃業等施設数を把握・反映させ、各月毎の調査

対象施設数により、遡及して推計しています。

年間値の遡及推計

総計の推定値＝

第ｈ層の母集団施設

Σ
第ｈ層の回収施設

Σ 第ｈ層の第i番目の
施設の調査結果

iｈ

定員稼働率

乗率（ウェイト）
５施設の延べ宿泊者数の合計 1200人泊

うち、A施設の延べ宿泊者数 700人泊①（外れ値）
残り4施設の延べ宿泊者数の合計 500人泊②

→この場合の○○県区分△の延べ宿泊者数の推計は、

 ①700×1.0(乗率)＝ 700人泊
 ②500×2.25(乗率)＝ 1125人泊

①＋② ＝ 1825人泊 となる
客室稼働率 ＝ 利用客室数 ÷ 総客室数

総客室数 ＝ 客室数 × 各月の日数

定員稼働率 ＝ 延べ宿泊者数 ÷ 総収容人数

総収容人数 ＝ 収容人数 × 各月の日数

○○県 区分△

母集団施設 10施設
回収施設数   5施設 → 乗率：10÷5＝2.0
※外れ値施設を除いて → 乗率 ９÷４＝2.25

例

8

※調査票の未回収分については、調査結果に施設所在地（47区分）×従業者数

（5区分）の層ごとに母集団施設数に対する回収施設数の逆数（母集団施設

数/回収施設数）を乗じて合算。

外れ値の扱い



A1 全国調査

●調査対象
日本を出国する外国人
（乗員や滞在期間１年以上を除く）

●調査地点
全国17空海港の国際線出発ロビー等

●目標サンプルサイズ
1四半期当たり6,900票

●主な調査項目
入国空海港、在留資格、国籍・地域、
同行者、来訪回数、主な来訪目的、
訪問地名、泊数、旅行手配方法、
滞在中の費目別支出、消費税免税
手続き実施状況、その他意識調査
（旅行の満足度、情報源、滞在中に
したこと等）

B1 地域調査

●調査対象
日本を出国する外国人
（乗員や滞在期間１年以上を除く）

●調査地点
全国25空海港の国際線出発ロビー等

●目標サンプルサイズ
1四半期当たり24,620票

●主な調査項目
入国空海港、在留資格、国籍・地域、
同行者、来訪回数、主な来訪目的、
訪問地名、泊数、旅行手配方法、
訪問地毎の費目別支出、利用した交通
手段、買物場所、利用した決済方法、
その他意識調査（満足した購入商品、
飲食・その理由、楽しみにしていたこと）

B2 クルーズ調査

●調査対象
船舶観光上陸許可を得た者

●調査地点
博多港、長崎港、那覇港、
平良港、石垣港

●目標サンプルサイズ
1四半期当たり1,390票

●主な調査項目
在留資格、国籍・地域、同行者、
来訪回数、主な来訪目的、
国内寄港地における旅行手配方法、
クルーズ船料金、寄港地、
寄港地毎の費目別支出

【目的】国籍･地域毎の旅行者の
詳細な消費データの収集

【目的】都道府県毎の旅行者の
消費データの収集

【目的】クルーズ客の
消費データの収集

● 訪日外国人の消費動向を調査、四半期毎に３つの調査を実施

「インバウンド消費動向調査」の概要1

【２】インバウンド消費動向調査【外国人対象の需要側統計】

9
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「インバウンド消費動向調査」の調査方法2

法務省の出入国管理統計をベースに調査設計

出入国管理でカウントしている外国人出国者数は全数調査であり正確なデータです。
このデータを用いて調査設計（標本配分）を行います。

聞き取り調査終了後は現場で検票を行い品質確保
タブレット端末の場合はその日のうちに回答データを集約します。
なお、紙の調査票も併用しています。

調査地点の選定

外国語会話可能な調査員が外国語の調査票を見せながら聞き取り調査
12言語の調査票を用意。調査員の言語も多彩です。

全国29空海港で調査を実施

外国人出国者数の多い空海港ならびに地方ブロックを代表する空海港を中心に調査地点を選定。
調査港では、帰国時の搭乗直前に調査をするため、日本滞在中のすべての支出について回答が
得られます。

調査設計

聞き取り調査

回答データの回収

【２】インバウンド消費動向調査【外国人対象の需要側統計】

●  外国語会話が可能な調査員がタブレット端末または紙調査票を用いて聞き取り調査
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【２】インバウンド消費動向調査

A1 全国調査

●調査対象 日本を出国する外国人（乗員や滞在期間１年以上を除く）

●母集団 法務省「出入国管理統計」外国人単純出国者数

●調査地点 全国17空海港の国際線搭乗待合ロビー（保安区域内）等

●目標精度 「1人1回当たり旅行総支出」を指標として
国籍・地域毎に標準誤差率3％～10％

●目標サンプルサイズ    1四半期当たり6,900票

●調査方法 外国語会話可能な調査員による聞き取り調査
（主要空港ではタブレット端末を使用）

【目的】国籍･地域毎の旅行者の詳細な消費データの収集

調査地点

（日本地図）

新千歳空港

仙台空港

小松空港

成田空港
羽田空港

中部空港
関西空港

厳原港

鹿児島空港

関門港
広島空港

高松空港
福岡空港
博多港

函館空港

富士山静岡空港

那覇空港

目標精度と目標回収数

国籍・地域 目標標準誤差率 目標回収数

韓国 3.0% 770

台湾 3.0% 520

香港 3.0% 900

中国 3.0% 1,310

タイ 5.0% 210

シンガポール 7.0% 110

マレーシア 7.0% 150

インドネシア 7.0% 220

フィリピン 7.0% 390

ベトナム 7.0% 310

インド 10.0% 110

英国 7.0% 120

ドイツ 10.0% 100

フランス 7.0% 110

イタリア 10.0% 100

スペイン 10.0% 100

ロシア 10.0% 140

米国 3.0% 690

カナダ 7.0% 120

オーストラリア 5.0% 180

その他 5.0% 240

合計 6,900

（四半期毎）

A1全国調査
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【２】インバウンド消費動向調査

調査票

A1全国調査

（2025年調査～）
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【２】インバウンド消費動向調査

調査票

A1全国調査

（2025年調査～）
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【２】インバウンド消費動向調査

B1 地域調査

●調査対象 日本を出国する外国人（乗員や滞在期間１年以上を除く）

●母集団 法務省「出入国管理統計」外国人単純出国者数

●調査地点 全国25空海港の国際線搭乗待合ロビー（保安区域内）等

●目標精度 「1日当たり旅行中支出（都道府県間移動交通費を除く）」
を指標として都道府県毎に標準誤差率5％～20％

●目標サンプルサイズ    1四半期当たり24,620票

●調査方法 外国語会話可能な調査員による聞き取り調査
（主要空港ではタブレット端末を使用）

【目的】都道府県毎の旅行者の消費データの収集

調査地点

目標精度と目標回収数

青森空港

茨城空港

富山空港

米子空港 境港

岡山空港

宮崎空港
佐賀空港

新千歳空港

仙台空港

小松空港

成田空港
羽田空港

中部空港関西空港

厳原港

鹿児島空港

関門港
広島空港

高松空港
福岡空港
博多港

函館空港

富士山静岡空港

那覇空港

●年間150万人以上の都道府県

目標標準誤差率 5.0%

都道府県
北海道、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、
京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、福岡県、
沖縄県

目標回収数 400～4,890票

●年間30万人以上150万人未満の都道府県※

目標標準誤差率 10.0%

都道府県
栃木県、富山県、石川県、山梨県、長野県、
岐阜県、静岡県、広島県、長崎県、熊本県、
大分県

目標回収数 120～840票

●年間30万人未満の都道府県※

目標標準誤差率 20.0%

都道府県

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県、茨城県、群馬県、埼玉県、新潟県、
福井県、三重県、滋賀県、和歌山県、鳥取県、
島根県、岡山県、山口県、徳島県、香川県、
愛媛県、高知県、佐賀県、宮崎県、鹿児島県

目標回収数 50～140票

（四半期毎）

B1地域調査

※2021年に調査設計を行ったため、B1 地域調査 2019 年調査実績を使用。
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【２】インバウンド消費動向調査

B1 地域調査の特徴

２．都道府県別の費目別支出を調査

新千歳空港／函館空港／青森空港／仙台空港／茨城空港／羽田空港／成田空港／小松空港／富山空港／富士山静岡空港／中部空港／関西空港／米子空港／岡山空港／

広島空港／境港／関門（下関）港／高松空港／福岡空港／博多港／佐賀空港／厳原港／宮崎空港／鹿児島空港／那覇空港 以上25空海港

１．調査地点 ～全47都道府県の必要票数を回収するための工夫①～

➢ 都道府県ごとに必要なサンプルサイズを確保するために、 B1 地域調査  では調査地点を25空海港（下記）としています。

➢ それぞれの都道府県を訪問した訪日外国人の出国港の80％をカバーしています。

B1地域調査

➢ B1 地域調査  では訪問地（都道府県）ごとの支出を 費目別 で尋ねています。これにより、非標本誤差の縮小が期待できるとともに、

宿泊費や飲食費といった費目別の支出を把握することができます。

３．二相抽出法の導入 ～全47都道府県の必要票数を回収するための工夫②～

[第一相目] (回答時間５分程度)

すべての回答者が調査対象
回答者属性と旅行目的、訪問地を質問

[第二相目] (回答時間10分程度)

訪問者の少ない地域への
訪問者を中心に調査

訪問地での支出金額を費目別に質問 

［回答の流れ］

➢ 都道府県ごとに必要なサンプルサイズを確保するために、 B1 地域調査  では二相抽出法を導入しています。

➢ 訪問者の少ない地域を訪れた訪日外国人旅行者を中心に、旅行中の支出を詳しく質問します。それ以外の訪日外国人旅行者
（例：東京や大阪にしか行っていない人）の大半は、第一相目の回答のみで調査を終了します。
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【２】インバウンド消費動向調査

調査票

B1地域調査

（2025年調査～）
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【２】インバウンド消費動向調査

調査票

B1地域調査

（2025年調査～）



●調査対象 船舶観光上陸許可を得た者

●調査地点 博多港、長崎港、那覇港、平良港、石垣港

●目標サンプルサイズ 1四半期当たり1,390票

●調査方法 外国語会話可能な調査員による聞き取り調査（紙の調査票を使用）

18

【２】インバウンド消費動向調査

B2 クルーズ調査

【目的】クルーズ客の消費データの収集

調査票

B2クルーズ調査

（2024年調査～）



推計手法

【２】インバウンド消費動向調査 集計の推計手法

ウェイトバック集計の算出式 円貨又は外貨のどちらか回答しやすい方の通貨で調査。
集計時には、原則としてIMF（国際通貨基金）公表の日
次データによる調査期間中平均値を用いて円換算してい
る。ただし、IMFにデータがない通貨のうち、ニュー台
湾ドル及び香港ドルについてはFRB（連邦準備制度理事
会）、インドネシア・ルピア、ベトナム・ドンについて
は財務省貿易統計の資料を基に円換算。

19

旅行支出の円換算

➢ 国籍・地域別：日本政府観光局（JNTO）「訪日外客数」

➢ 出国港別：法務省「出入国管理統計」 単純出国者数

集計に使用するウェイト

A1全国調査との整合性を図るため、B1地域調査では以下の数値に関してA全国調査の
結果と一致するようにウェイトの調整を行っています。

B1地域調査に関するウェイト調整

➢ 国籍･地域（21区分）及び主な来訪目的（3区分）別の旅行者数

➢ 国籍･地域（21区分）及び主な来訪目的（2区分）別の旅行中支出
（総額、大費目別）

調査票

①回答の
ベースとなる
通貨を選択

②選択した通貨
をベースに支出
金額を回答

本調査の回答数は、訪日外国人の国籍・地域および帰国時に利用する出国港
によって区分される層毎に標本の抽出率が異なります。そこで、集計結果を母集団
の層別構成に合わせることを目的として、下式によるウェイトバック集計を施していま
す。その際、調査設計や１次速報では前年同期のデータを、２次速報や確報で
は当期のデータを使用しています。

訪日外国人全体の統計値

層   の統計値

層 の訪日外客数



訪問者数の推計手法

訪日外客数
（一般客）

訪日外客数（JNTO）

×
都道府県pの

訪問者数＝ 都道府県別
訪問率

インバウンド消費動向調査

※クルーズ客（船舶観光上陸者）の人数を控除した「一般客」の人数を使用します。

消費単価の推計手法

都道府県pの
消費単価＝ 都道府県pでの

1人当たり支出金額（旅行中支出）

インバウンド消費動向調査

パッケージツアー
料金の一部

インバウンド消費動向調査

＋

•

• パッケージツアー料金には「出発国から日本までの往復運
賃」「宿泊費」「飲食費」「都道府県間の交通費」「都道府
県内の交通費」「娯楽等サービス費」が含まれているものと
仮定し、これらの費目のうち 「出発国から日本までの往復運
賃」 と「都道府県間の交通費」 を除く費目の支出を都道府県
に配分します。

• パッケージツアー料金の費目別の按分には「観光･レジャー目
的の個別手配者の旅行中支出における費目別構成比」を用い
る。なお、この配分は国籍･地域毎（20市場と「その他の国
籍･地域」の21区分）に行います。

パッケージツアー料金の按分方法

各都道府県へは都道府県別泊数に応じて配分しますが、物価等の地域間格差を

考慮して、「観光･レクリエーション目的の個別手配者の目的地(都道府県)における1

泊当たり旅行中支出」の都道府県毎の大小を加味して調整を図ります。

出発国との
往復運賃

パッケージツアー料金（総額）

宿泊費 飲食費
都道府県間
の交通費

域内
交通費

娯楽等
サービス費

観光･レクリエーション目的の個別手配者の
旅行中支出における費目別構成比で按分

都道府県に加算しないもの
・都道府県間の交通費
・訪問地不明の支出

訪日外国人については、 インバウンド消費動向調査＜Ｂ1地域調査＞ の結果を用いて推計。訪問者数は、訪日外客数※に都道府県別訪問率を

乗じて算出します。消費単価は、旅行中支出（日本滞在中に支出した金額）にパッケージツアー料金の一部を按分加算します。

【２】インバウンド消費動向調査【都道府県別集計の推計手法】
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【訪日外国人】 パッケージツアー参加費の配分方法

各都道府県における団体ツアー・パッケージ
商品利用者でかつ観光・レジャー目的客の
ホテル・旅館の延べ泊数に応じて配分

往復航空運賃

50,000

33%

宿泊料金

40,000

27%

飲食費

30,000

20%

交通費

（日本国内）

10,000

7%

娯楽サービス費

20,000

13%

150,000円/人

※買物代・その他を除く

観光・レジャー目的の個人手配客の平均旅行支出
（国籍・地域別）

国内収入分
67％

パッケージツアー参加費総額 × →

【２】インバウンド消費動向調査【都道府県別集計の推計手法】

21
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【３】旅行･観光消費動向調査【日本人対象の需要側統計】

旅行･観光消費動向調査

●調査対象 日本国内居住者（住民基本台帳から無作為抽出）

●調査方法 調査票の郵送・回収及びオンラインによる調査 ※同一対象者に対し年4回（4-6、7-9、10-12、1-3月期）実施

【目的】日本国内居住者の旅行回数と消費を把握
（2003年度より調査開始、2010年より現行集計表公表）

「旅行･観光消費動向調査」の概要1

● 日本国内居住者の国内宿泊旅行・国内日帰り旅行・海外旅行の実態を四半期毎に調査

●配布サンプルサイズ 約26,000人

出かけた目的や活動内容
にかかわらず、自宅以外で
１泊以上宿泊する旅行。
自家用車や夜行バス、夜
行列車など交通機関の車
内で泊まった場合を含み
ます。ただし、交通機関の
乗務や出稼ぎ、転勤、自
宅以外での宿泊滞在が
連続して１年間を超える
場合を除きます。

出かけた目的や活動内容にか
かわらず、日本国内から海外へ
出かけることが「海外旅行」です。
ただし、交通機関の乗務、出
稼ぎ、転勤、連続して１年間を
超える滞在を除きます。

なお、海外旅行と同時に国
内旅行をした場合には「海
外旅行」とします。

観光・レクリエーション目的の
宿泊旅行はもちろん、ビジネ
ス目的の出張、帰省や冠
婚葬祭等の家事目的の宿
泊旅行も含まれます。（国
内日帰り旅行、海外旅行も
同様）

ホテルや旅館、民宿等での宿泊はもちろん、
実家（自宅以外）や知人宅、別荘での宿
泊や車中泊、テント泊、野宿等も含まれます。
（国内日帰り旅行、海外旅行も同様）

調査対象となる３つの旅行

国内日帰り旅行国内宿泊旅行 海外旅行

出かけた目的や活動内容にかかわらず、日常生活圏を離れた
ところへの日帰りの旅行で、目安として片道の移動距離が
80km以上または所要時間（移動時間と滞在時間の合計）
が8時間以上の場合を「国内日帰り旅行」とします。

自  宅 自  宅旅 行 先

8時間以上
ただし、通勤や通学、
通院などの定期的
な外出（目安は週
１回以上）、転居
のための片道移動、
交通機関の乗務を
除きます。 80km

以上
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「旅行・観光消費動向調査」の調査方法2

郵送またはオンライン調査システムを利用して回答

調査対象者本人または代理人が調査票に自計記入し、郵便又はオンラインにて回答。

第一次抽出

調査対象者の自宅に調査票が郵送で届く

観光庁が委託する民間事業者が、調査対象者の住所に調査票を郵送
（同一対象者に年4回）。

全国から調査地点330地点（町丁･字等）を選ぶ

都道府県（47区分）×市区町村規模（3区分）＝141層に地点を人口比例割当し、
層毎に地点を無作為抽出。

第二次抽出

調査票の配布

調査票の回収

【３】旅行･観光消費動向調査【日本人対象の需要側統計】

●  調査地点を第一次抽出単位、調査対象地点内の居住者を第二次抽出単位とする層化二段抽出法

調査地点1地点につき居住者80人を調査対象者として選ぶ

選ばれた地点が所在する市町村役場の住民基本台帳から系統抽出（等間隔で抽出）。
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【３】旅行･観光消費動向調査【日本人対象の需要側統計】

調査票

（2018年版）
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【３】旅行･観光消費動向調査

調査票

（2018年版）

国内宿泊旅行
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【３】旅行･観光消費動向調査

調査票

（2018年版）

国内日帰り旅行
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【３】旅行･観光消費動向調査

調査票

（2018年版）

海外旅行
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【３】旅行･観光消費動向調査

調査票

（2018年版）

意識調査



推計手法

【３】旅行･観光消費動向調査 集計の推計手法

１）各四半期の旅行者数の推定

29

３）年間の旅行者数、旅行消費額の推定

各期の調査結果（問３旅行回数）に線形推定乗率を乗じて推定
します。線形推定乗率は、居住地（10区分）×男女（2区分）
×年代（9区分）からなる層別に、抽出率と回収率の逆数として設
定します。

母集団人口

海外旅行の延べ
旅行者数の補正

期首における総務省「人口推計」の総人口を使用
※居住地別内訳は同統計の直近10月1日現在の構成比を用いて推定

レイキング比推定を用いて法務省「出入国管理統計」
の帰国者数と一致するよう補正

推定方法・算出式

母集団人口

各四半期の旅行者数の推定方法・算出式と同様

総務省「人口推計」の総人口の年央値（7月1日現在）を使用

２）各四半期の旅行消費額の推定

各期の調査結果（問４～問６旅行支出）に、線形推定乗率を乗じ
て推定します。線形推定乗率は、居住地（10区分）×男女（2区
分）×年代（9区分）からなる層毎に推定した延べ旅行者数を、問
４～問６の旅行内容記入数で除して設定します。

※旅行内容に関する記入が得られなかった層は、隣接する層の旅行内容と同等
と仮定し、同層から無作為に抽出した記入内容で補定。

※延べ泊数、旅行内容別の延べ旅行者数の推定方法も同様

年間の 延べ旅行者数
延べ泊数 
旅行消費額

= 第1四半期
推定結果

第2四半期
推定結果

第3四半期
推定結果

第4四半期
推定結果

＋ ＋ ＋

＜年間の実旅行者数＞

使用する標本 当該年に実施した調査のうち、
第1～3回目調査のすべてに回答があったもの

４）旅行経験率、旅行平均回数、平均泊数、旅行単価の推定

旅行経験率 =
実旅行者数

人口（期首）

※年間の旅行経験率のみ、
   年間の実旅行者数を人口（年央値）で除す。

旅行平均回数 =
延べ旅行者数

人口（期首）

平均泊数=
延べ泊数

延べ旅行者数

旅行単価 =
旅行消費額

延べ旅行者数



消費単価の算出手法

都道府県pの
     消費単価＝

都道府県pでの
1人当たり支出金額(旅行中支出)

(目的地①②)

旅行･観光消費動向調査

都道府県pでの
1人当たり支出金額(旅行中支出)

(目的地①②)

団体・パック
ツアー料金の

一部

旅行･観光消費動向調査

＋

•

• 団体・パックツアー料金の10％を旅行会社マージンと仮定して控除し、残りの90％を訪問地での支出とみなして加算します。

• 団体・パックツアー料金には「宿泊費」「飲食費」「長距離移動の交通費」「短距離移動の交通費」「娯楽等サービス費」が含まれていると仮定し、このうち「長距
離移動の交通費」を除いた費目の支出を都道府県に配分します。団体・パックツアー料金の費目別の配分には「観光･レクリエーション目的の個別手配者の旅
行中支出における費目別構成比」を用います。

団体・パックツアー料金の按分方法

各都道府県へは都道府県別泊数に応じて配

分しますが、物価等の地域間格差を考慮し

て、「観光･レクリエーション目的の個別手

配者の目的地(都道府県)における1泊当たり

旅行中支出」の都道府県毎の大小を加味し

て調整を図ります。

旅行会社
マージン
(10％)

訪問地での支出（90％）

団体・パックツアー料金（総額）

宿泊費 飲食費 長距離移動の交通費
短距離移動
の交通費

娯楽等
サービス費

観光･レクリエーション目的の個別手配者の旅行中支出における費目別構成比で按分

都道府県に加算しないもの

・旅行前後支出
・旅行会社マージン
・長距離移動の交通費
・訪問地不明の支出

日本人については 旅行･観光消費動向調査 の結果を用いて算出します。日本人の場合は、消費単価→旅行消費額→訪問者数の順に推計を行い

ます。消費単価は、目的地毎の旅行中支出に団体・パックツアー料金の一部を泊数に応じて按分加算します。

【３】旅行･観光消費動向調査【都道府県別集計の推計手法】
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旅行消費額は、目的地（都道府県）別の消費単価の積

算値に、その他訪問地での支出金額を按分加算します。

その他訪問地での支出は旅行消費額総額のおよそ2割と

大きな割合を占めており、この金額を加算しなければ訪問都

道府県での旅行消費額（および訪問者数）を過小に推計

することになってしまうからです。

都道府県毎の訪問者数は、各都道府県の旅行消費額を

消費単価で除することによって算出します。

旅行消費額の算出手法

都道府県pの
旅行消費額＝ 都道府県pでの支出金額

(目的地①②)

旅行･観光消費動向調査

その他訪問地での
支出金額の配分

旅行･観光消費動向調査

＋

各都道府県へは目的地①②に記載された都道府県別泊数に応じて配分しますが、物価等の地域間格差を考慮して、「観光･レクリエー

ション目的の個別手配者の目的地(都道府県)における1泊当たり旅行中支出」の都道府県毎の大小を加味して調整を図ります。

Σ

訪問者数の算出手法

都道府県pの訪問者数 ＝ 都道府県pの旅行消費額 ÷ 都道府県pの消費単価

( )× i の拡大ウェイト※

旅行･観光消費動向調査 調査票より抜粋
その他訪問地の支出

※「旅行･観光消費動向調査」で
作成される、国内延べ旅行者数を
母集団とする拡大ウェイト

{ }i

i は回答者を指す。

【３】旅行･観光消費動向調査【都道府県別集計の推計手法】
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【日本人】 団体・パックツアー参加費などの配分方法

都道府県毎の支出金額の回答が得られない以下の費目については、以下のルールにより集計値を各都道府県に按分加算します。

団体・パックツアー
参加費

1割
配分せず ９割 目的地

その他訪問地支出 １０割 目的地

目的地（都道府県）別延べ泊数に応じて按分
（物価等の地域間格差を考慮して調整）

旅行前後支出 配分せず

都道府県間交通費 配分せず（別掲）

出発地の旅行会社マージンに相当
（目的地の収入にはならないものとする）

【３】旅行･観光消費動向調査【都道府県別集計の推計手法】

32


	スライド 0: 観光庁が作成している統計の紹介
	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6
	スライド 7
	スライド 8
	スライド 9
	スライド 10
	スライド 11
	スライド 12
	スライド 13
	スライド 14
	スライド 15
	スライド 16
	スライド 17
	スライド 18
	スライド 19
	スライド 20
	スライド 21
	スライド 22
	スライド 23
	スライド 24
	スライド 25
	スライド 26
	スライド 27
	スライド 28
	スライド 29
	スライド 30
	スライド 31
	スライド 32

